
被保険者 事業主 合計

Employee Employer Total

社会保険 Social Security 社会保险 受保者 雇主 合计

健康保険 Health 医疗保险 4.99% 4.99% 9.97%

厚生年金 Pension 福利退休保险 9.15% 9.15% 18.30%

介護保険 Elder-Care 护理保险 0.80% 0.80% 1.60%

子供拠出金 Children 儿童 - 0.36% 0.36%

雇用保険 Employment 失业保险 0.60% 0.95% 1.55%

労災保険 Injury 工伤保险 - 0.30% 0.30%

一般拠出金 Other 其他 - 0.002% 0.002%

合計 Total 合计 15.54% 16.552% 32.082%

2，雇用保険、労災保険、一般拠出金は、給与と賞与の総支給額に対して課税されます。

1，健康保険、介護保険、厚生年金、子供拠出金は、4月と5月と6月の月額給与の平均標準
報酬月額に対して課税されます。賞与に関しては支給の都度に課税されます。

3，但し、健康保険と介護保険に関しては給与月額が1，390千円超える金額、厚生年金に関
しては月額650千円超える金額には課税されません。
4，賞与については、健康保険・介護保険は年度累計で573万円が上限です。同様に厚生年
金保険・子ども子育て拠出金は、賞与1ヶ月あたり150万円が上限です。
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